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 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 規 則  新 旧 対 照 表  

○ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 □ 平

成 二 十 九 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 八 号 □  

改 正 後  改 正 前  

○ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施

行 規 則  

○ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施

行 規 則  

平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 六 日 規 則 第 四 十 八 号 平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 六 日 規 則 第 四 十 八 号

改 正  改 正  

平 成 三 一 年  二 月  一 日 規 則 第 六 号  平 成 三 一 年  二 月  一 日 規 則 第 六 号  

令 和  二 年  三 月 三 一 日 規 則 第 三 八 号  令 和  二 年  三 月 三 一 日 規 則 第 三 八 号  

令 和  三 年  六 月 二 二 日 規 則 第 三 三 号  令 和  三 年  六 月 二 二 日 規 則 第 三 三 号  

令 和  五 年  三 月 三 一 日 規 則 第 九 号  令 和  五 年  三 月 三 一 日 規 則 第 九 号  

令 和  六 年  五 月 二 四 日 規 則 第 四 七 号  令 和  六 年  五 月 二 四 日 規 則 第 四 七 号  

令 和  六 年 一 〇 月 一 八 日 千 葉 県 規 則 第 五 八 号  令 和  六 年 一 〇 月 一 八 日 千 葉 県 規 則 第 五 八 号  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施

行 規 則  

行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 条 例 施

行 規 則  

□ 趣 旨 □  □ 趣 旨 □  

第 一 条  こ の 規 則 は □ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関

す る 条 例 □ 平 成 二 十 七 年 千 葉 県 条 例 第 六 十 二 号 □ 以 下 □ 条 例 □ と い う □ □

の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る □  

第 一 条  こ の 規 則 は □ 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の

利 用 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 及 び 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関

す る 条 例 □ 平 成 二 十 七 年 千 葉 県 条 例 第 六 十 二 号 □ 以 下 □ 条 例 □ と い う □ □

の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る □  

 □ 条 例 別 表 第 一 の 規 則 で 定 め る 事 務 □  

□ 削 る □ □  第 二 条  条 例 別 表 第 一 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お

り と す る □  

 一  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四

十 四 号 □ 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 実 施 に 関 す る 事 務  
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 二  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 変

更 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対

す る 応 答 に 関 す る 事 務  

 三  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職

権 に よ る 保 護 の 変 更 に 関 す る 事 務  

 四  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 の 停 止 又 は 廃 止 に 関 す る 事 務  

 五  生 活 保 護 法 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 生 活 に 困 窮 す る 外 国

人 に 対 す る 準 ず る 保 護 □ 生 活 保 護 法 の 保 護 に 準 ず る 保 護 を い う □ 以 下 同

じ □ □ に 係 る 資 料 の 提 供 等 の 求 め に 関 す る 事 務  

 六  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行 う 就 労 自 立 給 付 金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事

実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

 七  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行 う 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 の 支 給 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に

係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

 八  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 八 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行 う 被 保 護 者 健 康 管 理 支 援 事 業 の 実 施 に 関 す る 事 務  

 九  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 六 十 三 条 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 に 要 す る 費 用 の 返 還 に 関 す る 事 務  

 十  生 活 保 護 法 第 七 十 七 条 第 一 項 又 は 第 七 十 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の

規 定 に 準 じ て 行 う 準 ず る 保 護 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 □ 同 法 第 七 十 八 条 の 二

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 準 ず る 保 護 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 を

含 む □ □ に 関 す る 事 務  

□ 削 る □ □  第 三 条  条 例 別 表 第 一 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 私 立 高 等 学 校 等 奨 学 の

た め の 給 付 金 □ 同 号 に 規 定 す る 私 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 を い う □

以 下 同 じ □ □ の 支 給 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又
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は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  
□ 条 例 別 表 第 一 の 規 則 で 定 め る 事 務 □   

第 二 条  条 例 別 表 第 一 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 私 立 の 高 等 学 校 若 し く

は 中 等 教 育 学 校 □ 後 期 課 程 に 限 る □ 以 下 同 じ □ □ 又 は 専 修 学 校 □ 高 等 課 程

に 限 り □ 准 看 護 師 の 養 成 を 目 的 と す る も の を 除 く □ □ の 設 置 者 に 対 し て 交

付 す る 授 業 料 の 減 免 に 要 す る 経 費 に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 の 受 理 □ そ の

申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と

す る □  

第 四 条  条 例 別 表 第 一 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 私 立 の 高 等 学 校 若 し く

は 中 等 教 育 学 校 □ 後 期 課 程 に 限 る □ □ 又 は 専 修 学 校 □ 高 等 課 程 に 限 り □ 准

看 護 師 の 養 成 を 目 的 と す る も の を 除 く □ □ の 設 置 者 に 対 し て 交 付 す る 授 業

料 の 減 免 に 要 す る 経 費 に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る

事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  

第 三 条  条 例 別 表 第 一 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 私 立 の 高 等 学 校 又 は 中

等 教 育 学 校 の 設 置 者 に 対 し て 交 付 す る 入 学 金 の 負 担 を 軽 減 す る た め の 経 費

に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又

は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  

第 五 条  条 例 別 表 第 一 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 私 立 の 高 等 学 校 又 は 中

等 教 育 学 校 □ 後 期 課 程 に 限 る □ □ の 設 置 者 に 対 し て 交 付 す る 入 学 金 の 負 担

を 軽 減 す る た め の 経 費 に 係 る 補 助 金 の 交 付 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る

事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  

□ 削 る □ □  第 六 条  条 例 別 表 第 一 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お

り と す る □  

 一  私 立 高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 □ 条 例 別 表 第 一 第 五 号 に 規 定 す る 私 立

高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 を い う □ 以 下 同 じ □ □ の 受 給 資 格 の 認 定 の 申

請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応

答 に 関 す る 事 務  

 二  私 立 高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た 者 の 保 護 者

等 □ 高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 □ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 十

八 号 □ 第 三 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 保 護 者 等 を い う □ 第 十 九 条 を 除 き □

以 下 同 じ □ □ の 収 入 の 状 況 の 届 出 の 受 理 □ そ の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て

の 審 査 又 は そ の 届 出 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

第 四 条  条 例 別 表 第 一 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学

の た め 必 要 な 経 費 □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 二 十 九

年 法 律 第 百 四 十 四 号 □ 第 二 条 の 規 定 に よ り 支 弁 す べ き 経 費 を 除 く □ □ の 算

定 に 必 要 な 資 料 の 受 理 □ そ の 資 料 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 資 料

の 提 出 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  

第 七 条  条 例 別 表 第 一 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学

の た め 必 要 な 経 費 □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 □ 昭 和 二 十 九

年 法 律 第 百 四 十 四 号 □ 第 二 条 の 規 定 に よ り 支 弁 す べ き 経 費 を 除 く □ □ の 算

定 に 必 要 な 資 料 の 受 理 □ そ の 資 料 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 資 料

の 提 出 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  

□ 削 る □ □  第 八 条  条 例 別 表 第 一 第 七 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 国 公 立 高 等 学 校 等 奨 学
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の た め の 給 付 金 □ 同 号 に 規 定 す る 国 公 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 を

い う □ 以 下 同 じ □ □ の 支 給 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の

審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務 と す る □  

□ 削 る □ □  第 九 条  条 例 別 表 第 一 第 八 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お

り と す る □  

 一  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 □ 条 例 別 表 第 一 第 八 号 に 規 定 す る 公 立 高

等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 を い う □ 以 下 同 じ □ □ の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 の

受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に

関 す る 事 務  

 二  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た 者 の 保 護 者 等

の 収 入 の 状 況 の 届 出 の 受 理 □ そ の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又 は そ

の 届 出 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

□ 削 る □ □  第 十 条  条 例 別 表 第 一 第 九 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る と お

り と す る □  

 一  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 □ 条 例 別 表 第 一 第 九 号 に 規

定 す る 公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 を い う □ 以 下 同 じ □ □

の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 の 受 理 □ そ の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 又

は そ の 申 請 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

 二  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た

者 の 保 護 者 等 の 収 入 の 状 況 の 届 出 の 受 理 □ そ の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て

の 審 査 又 は そ の 届 出 に 対 す る 応 答 に 関 す る 事 務  

□ 条 例 別 表 第 二 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 □  □ 条 例 別 表 第 二 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 □  

第 五 条  条 例 別 表 第 二 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務

□ 以 下 □ 生 活 保 護 事 務 □ と い う □ □ と し □ 同 表 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 情 報

は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

第 十 一 条  条 例 別 表 第 二 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 □ 以 下 □ 生 活 保 護 事 務 □ と い う □ □ と し □ 同 表 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 情

報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

一  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 第 十 九 条 第 八 号 に 基 づ く 利 用 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 命 令 □ 令

和 六 年 デ ジ タ ル 庁 ・ 総 務 省 令 第 九 号 □ 以 下 □ 省 令 □ と い う □ □ 第 四 十 四

条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 □ 以 下 □ 要 保 護 者 等 □ と い う □ □

一  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る

法 律 第 十 九 条 第 八 号 に 基 づ く 利 用 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に 関 す る 命 令 □ 令

和 六 年 デ ジ タ ル 庁 ・ 総 務 省 令 第 九 号 □ 以 下 □ 省 令 □ と い う □ □ 第 四 十 四

条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 □ 以 下 □ 要 保 護 者 等 □ と い う □ □
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に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

イ  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 □ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 十

八 号 □ に よ る 就 学 支 援 金 の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対

象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

イ  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 に よ る 就 学 支 援 金 の 支 給

対 象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る

情 報  

ロ  条 例 別 表 第 二 第 一 号 に 規 定 す る 私 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金

の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 及 び 支 給 日 に 関 す る 情 報  

ロ  私 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 及 び 支

給 日 に 関 す る 情 報  

ハ  条 例 別 表 第 二 第 一 号 に 規 定 す る 私 立 高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 の 支

給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す

る 情 報  

ハ  私 立 高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及

び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

二  省 令 第 四 十 四 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 前 号 イ か ら ハ

ま で に 掲 げ る 情 報  

二  省 令 第 四 十 四 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 前 号 イ か ら ハ

ま で に 掲 げ る 情 報  

三  省 令 第 四 十 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

三  省 令 第 四 十 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

四  省 令 第 四 十 四 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

四  省 令 第 四 十 四 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

五  省 令 第 四 十 四 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

五  省 令 第 四 十 四 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

六  省 令 第 四 十 四 条 第 六 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

六  省 令 第 四 十 四 条 第 六 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ か ら

ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

第 六 条  条 例 別 表 第 二 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務

□ 以 下 □ 外 国 人 生 活 保 護 事 務 □ と い う □ □ と し □ 同 表 第 二 号 の 規 則 で 定 め

る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す

る □  
第 十 二 条  条 例 別 表 第 二 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 □ 以 下 □ 外 国 人 生 活 保 護 事 務 □ と い う □ □ と し □ 同 表 第 二 号 の 規 則 で 定

め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と

す る □  

一  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 □ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四

十 四 号 □ 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 実 施 に 関 す る 事 務  

準 ず る 保 護 □ 生 活 保 護 法 の 保 護 に 準 ず る 保 護 を い う □ 以 下 同 じ □ □ を 必

要 と す る 状 態 に あ る 外 国 人 又 は 準 ず る 保 護 を 受 け て い た 外 国 人 □ 以 下 □ 外

国 人 要 保 護 者 等 □ と い う □ □ に 係 る 前 条 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 情

報  

一  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準

じ て 行 う 保 護 の 実 施 に 関 す る 事 務  準 ず る 保 護 を 必 要 と す る 状 態 に あ る

外 国 人 又 は 準 ず る 保 護 を 受 け て い た 外 国 人 □ 以 下 □ 外 国 人 要 保 護 者 等 □

と い う □ □ に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  



6/15 

□ 削 る □ □  イ  前 条 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

□ 削 る □ □  ロ  省 令 第 四 十 四 条 第 一 号 ロ か ら タ ま で □ ノ 及 び オ に 掲 げ る 情 報  
二  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 変 更 の

申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る

前 条 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

二  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 変 更 の

申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る

前 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 情 報  

三  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職

権 に よ る 保 護 の 変 更 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 前 条 第 一 号

イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

三  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に

準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 又 は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職

権 に よ る 保 護 の 変 更 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ 及

び ロ に 掲 げ る 情 報  

四  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 の 停 止 又 は 廃 止 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 前 条 第

一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

四  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 の 停 止 又 は 廃 止 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号

イ 及 び ロ に 掲 げ る 情 報  

五  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 六 十 三 条 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 に 要 す る 費 用 の 返 還 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 前

条 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 情 報  

五  生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 六 十 三 条 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 に 要 す る 費 用 の 返 還 に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 第

一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 情 報  

六  生 活 保 護 法 第 七 十 七 条 第 一 項 又 は 第 七 十 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の

規 定 に 準 じ て 行 う 準 ず る 保 護 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 □ 同 法 第 七 十 八 条 の 二

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 準 ず る 保 護 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 を

含 む □ □ に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 前 条 第 一 号 イ か ら ハ ま

で に 掲 げ る 情 報  

六  生 活 保 護 法 第 七 十 七 条 第 一 項 又 は 第 七 十 八 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の

規 定 に 準 じ て 行 う 準 ず る 保 護 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 □ 同 法 第 七 十 八 条 の 二

第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 準 ず る 保 護 に 係 る 徴 収 金 の 徴 収 を

含 む □ □ に 関 す る 事 務  外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ

る 情 報  

□ 削 る □ □  第 十 三 条  条 例 別 表 第 二 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 私 立 高 等 学 校 等 奨 学

の た め の 給 付 金 の 支 給 の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務 と

し □ 同 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 申 請 を 行 う 者 又 は 当 該 者 と 同 一 の 世

帯 に 属 す る 者 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 情 報 と す る □  

 一  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 生 活 保 護 法 第 十 九 条 第 一 項 の 保 護 の 実 施 □ 同

法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 保 護 の 変 更 □ 同

法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 二 項 の 職 権

に よ る 保 護 の 変 更 又 は 同 法 第 二 十 六 条 の 保 護 の 停 止 若 し く は 廃 止 に 関 す
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る 情 報 を い う □ 以 下 同 じ □ □  

 二  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保

護 法 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 実 施 □ 同 法 第 二 十 四 条 第

一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て

行 う 保 護 の 変 更 □ 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権 に よ る

保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 変

更 又 は 同 法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 停 止 若 し く は 廃 止 に 関

す る 情 報 を い う □ 以 下 同 じ □ □  

□ 削 る □ □  第 十 四 条  条 例 別 表 第 二 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 と し □ 同 表 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

 一  私 立 高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 に 係 る 事 実 に

つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 申 請 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲

げ る 情 報  

 イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

 ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

 二  私 立 高 等 学 校 等 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た 者 の 保 護 者

等 の 収 入 の 状 況 の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 届

出 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

 イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

 ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

第 七 条  条 例 別 表 第 二 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務

と し □ 同 表 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に

応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

第 十 五 条  条 例 別 表 第 二 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 と し □ 同 表 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

一  省 令 第 十 五 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 十

九 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 実 施 □ 同 法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規

定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護

の 変 更 □ 同 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 開

一  省 令 第 十 五 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  



8/15 

始 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 職 権 に よ る 保 護 の 変 更 又 は 同

法 第 二 十 六 条 の 規 定 に 準 じ て 行 う 保 護 の 停 止 若 し く は 廃 止 に 関 す る 情 報

を い う □ 以 下 同 じ □ □  

二  省 令 第 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

二  省 令 第 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

三  省 令 第 二 十 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ヘ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

三  省 令 第 二 十 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ヘ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

四  省 令 第 二 十 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

四  省 令 第 二 十 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人

生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

五  省 令 第 二 十 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  同 条 第 二 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

五  省 令 第 二 十 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  同 条 第 二 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

六  省 令 第 二 十 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人 生

活 保 護 実 施 関 係 情 報  

六  省 令 第 二 十 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人 生

活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  七  省 令 第 二 十 二 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ヲ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  八  省 令 第 二 十 二 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ヌ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  九  省 令 第 二 十 二 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ハ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十  省 令 第 二 十 二 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ル に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 一  省 令 第 二 十 二 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  同 条 第 一 号 ヲ に 規 定 す る 者 に

係 る 外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 二  省 令 第 二 十 二 条 第 六 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ヌ に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 三  省 令 第 二 十 二 条 第 八 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ヲ に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 四  省 令 第 四 十 二 条 に 掲 げ る 事 務  同 条 に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報  
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□ 削 る □ □  十 五  省 令 第 四 十 四 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 □ 生 活 に 困 窮 す る 外

国 人 に 対 す る 生 活 保 護 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 就 労

自 立 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 情 報 を い う □ 以 下 同 じ □ □ 及 び 外 国 人 進 学 ・

就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報 □ 生 活 に 困 窮 す る 外 国 人 に 対 す る 同 法 第 五 十 五

条 の 五 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 行 う 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 の 支 給 に 関 す る

情 報 を い う □ 以 下 同 じ □ □  

□ 削 る □ □  十 六  省 令 第 四 十 四 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国 人 進 学 ・ 就

職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 七  省 令 第 四 十 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国 人 進 学 ・ 就

職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 八  省 令 第 四 十 四 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国 人 進 学 ・ 就

職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  十 九  省 令 第 四 十 四 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国 人 進 学 ・ 就

職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十  省 令 第 四 十 四 条 第 六 号 に 掲 げ る 事 務  要 保 護 者 等 に 係 る 外 国 人 生 活

保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国 人 進 学 ・ 就

職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 一  省 令 第 五 十 五 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 二  省 令 第 五 十 五 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 三  省 令 第 五 十 五 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 四  省 令 第 五 十 五 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外
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国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  
□ 削 る □ □  二 十 五  省 令 第 五 十 五 条 第 六 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 六  省 令 第 五 十 五 条 第 八 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 七  省 令 第 五 十 五 条 第 十 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 八  省 令 第 五 十 五 条 第 十 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  二 十 九  省 令 第 七 十 八 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十  省 令 第 七 十 八 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 一  省 令 第 七 十 八 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 二  省 令 第 七 十 八 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 三  省 令 第 七 十 八 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 四  省 令 第 七 十 八 条 第 七 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 五  省 令 第 七 十 八 条 第 八 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 六  省 令 第 七 十 八 条 第 九 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 及 び 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 七  省 令 第 九 十 一 条 に 掲 げ る 事 務  同 条 第 二 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  三 十 八  省 令 第 百 二 十 七 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国
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人 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  
□ 削 る □ □  三 十 九  省 令 第 百 二 十 七 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国

人 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  四 十  省 令 第 百 二 十 七 条 第 三 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る 外

国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国 人

進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  四 十 一  省 令 第 百 二 十 七 条 第 四 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国

人 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  四 十 二  省 令 第 百 二 十 七 条 第 五 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国

人 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  四 十 三  省 令 第 百 二 十 七 条 第 六 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 外 国 人 就 労 自 立 給 付 金 関 係 情 報 及 び 外 国

人 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  四 十 四  省 令 第 百 五 十 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係

る 外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 削 る □ □  四 十 五  省 令 第 百 五 十 三 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係

る 外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

七  省 令 第 百 六 十 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

四 十 六  省 令 第 百 六 十 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

八  省 令 第 百 六 十 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る 外 国

人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  
四 十 七  省 令 第 百 六 十 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 ロ に 規 定 す る 者 に 係 る

外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

□ 条 例 第 四 条 の 規 則 で 定 め る も の □  □ 条 例 第 四 条 の 規 則 で 定 め る も の □  

第 八 条  条 例 第 四 条 の 規 則 で 定 め る も の は □ 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法 □ 平

成 十 一 年 法 律 第 二 百 十 四 号 □ に 基 づ く 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 □ 海 技 士

教 育 科 海 技 課 程 の 本 科 に 限 る □ □ と す る □  

第 十 六 条  条 例 第 四 条 の 規 則 で 定 め る も の は □ 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 法

□ 平 成 十 一 年 法 律 第 二 百 十 四 号 □ に 基 づ く 独 立 行 政 法 人 海 技 教 育 機 構 □ 海

技 士 教 育 科 海 技 課 程 の 本 科 に 限 る □ □ と す る □  

□ 条 例 別 表 第 三 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 □  □ 条 例 別 表 第 三 の 規 則 で 定 め る 事 務 及 び 情 報 □  
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第 九 条  条 例 別 表 第 三 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 生 活 保 護 事 務 と し □ 同

表 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 要 保 護 者 等 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 情 報

と す る □  

第 十 七 条  条 例 別 表 第 三 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 生 活 保 護 事 務 と し □

同 表 第 一 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 要 保 護 者 等 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 情

報 と す る □  

一  特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 の た め 必 要 な 経 費 □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励

に 関 す る 法 律 第 二 条 の 規 定 に よ り 支 弁 す べ き 経 費 を 除 く □ □ の 支 給 対 象

者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

一  特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 の た め 必 要 な 経 費 □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励

に 関 す る 法 律 第 二 条 の 規 定 に よ り 支 弁 す べ き 経 費 を 除 く □ □ の 支 給 対 象

者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

二  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 に よ る 就 学 支 援 金 の 支 給 対

象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

二  高 等 学 校 等 就 学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 に よ る 就 学 支 援 金 の 支 給 対

象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

三  国 公 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 □ 条 例 別 表 第 三 第 一 号 に 規 定 す

る 国 公 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 を い う □ 以 下 同 じ □ □ の 支 給 対

象 者 □ 支 給 金 額 及 び 支 給 日 に 関 す る 情 報  

三  国 公 立 高 等 学 校 等 奨 学 の た め の 給 付 金 の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 及 び 支

給 日 に 関 す る 情 報  

四  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 □ 条 例 別 表 第 三 第 一 号 に 規 定 す る 公 立 高

等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 を い う □ 以 下 同 じ □ □ の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □

支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

四  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支

給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

五  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 □ 条 例 別 表 第 三 第 一 号 に 規

定 す る 公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 を い う □ 以 下 同 じ □ □

の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □ 支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関

す る 情 報  

五  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 の 支 給 対 象 者 □ 支 給 金 額 □

支 給 日 及 び 支 給 対 象 者 が 在 学 す る 学 校 名 に 関 す る 情 報  

六  省 令 第 四 十 四 条 第 一 号 ウ 及 び ヰ に 掲 げ る 情 報  六  省 令 第 四 十 四 条 第 一 号 ウ 及 び ヰ に 掲 げ る 情 報  

第 十 条  条 例 別 表 第 三 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 外 国 人 生 活 保 護 事 務 と

し □ 同 表 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 前 条 各 号

に 掲 げ る 情 報 と す る □  

第 十 八 条  条 例 別 表 第 三 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 外 国 人 生 活 保 護 事 務

と し □ 同 表 第 二 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 外 国 人 要 保 護 者 等 に 係 る 前 条 各

号 に 掲 げ る 情 報 と す る □  

第 十 一 条  条 例 別 表 第 三 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就

学 の た め 必 要 な 経 費 □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 第 二 条 の 規

定 に よ り 支 弁 す べ き 経 費 を 除 く □ □ の 算 定 に 必 要 な 資 料 に 係 る 事 実 に つ い

て の 審 査 に 関 す る 事 務 と し □ 同 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 同 法 第 二 条 第 一

項 の 保 護 者 等 又 は 当 該 保 護 者 等 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 に 係 る 次 の 各 号 に

掲 げ る 情 報 と す る □  

第 十 九 条  条 例 別 表 第 三 第 三 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就

学 の た め 必 要 な 経 費 □ 特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 奨 励 に 関 す る 法 律 第 二 条 の 規

定 に よ り 支 弁 す べ き 経 費 を 除 く □ □ の 算 定 に 必 要 な 資 料 に 係 る 事 実 に つ い

て の 審 査 に 関 す る 事 務 と し □ 同 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 同 法 第 二 条 第 一

項 の 保 護 者 等 又 は 当 該 保 護 者 等 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 に 係 る 次 の 各 号 に

掲 げ る 情 報 と す る □  

一  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報 □ 生 活 保 護 法 第 十 九 条 第 一 項 の 保 護 の 実 施 □ 同 一  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  



13/15 

法 第 二 十 四 条 第 一 項 の 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 九 項 の 保 護 の 変 更 □ 同

法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 職 権 に よ る 保 護 の 開 始 若 し く は 同 条 第 二 項 の 職 権

に よ る 保 護 の 変 更 又 は 同 法 第 二 十 六 条 の 保 護 の 停 止 若 し く は 廃 止 に 関 す

る 情 報 を い う □ 以 下 同 じ □ □  

二  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  二  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

第 十 二 条  条 例 別 表 第 三 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 国 公 立 高 等 学 校 等 奨

学 の た め の 給 付 金 の 支 給 の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務 と

し □ 同 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 申 請 を 行 う 者 又 は 当 該 者 と 同 一 の 世

帯 に 属 す る 者 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 情 報 と す る □  

第 二 十 条  条 例 別 表 第 三 第 四 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 国 公 立 高 等 学 校 等 奨

学 の た め の 給 付 金 の 支 給 の 申 請 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務 と

し □ 同 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 申 請 を 行 う 者 又 は 当 該 者 と 同 一 の 世

帯 に 属 す る 者 に 係 る 次 の 各 号 に 掲 げ る 情 報 と す る □  

一  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  一  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

二  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  二  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

第 十 三 条  条 例 別 表 第 三 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 と し □ 同 表 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

第 二 十 一 条  条 例 別 表 第 三 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 務 と し □ 同 表 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区

分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

一  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 に 係 る 事 実 に つ

い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 申 請 を 行 う 者 の 保 護 者 等 □ 高 等 学 校 等 就

学 支 援 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 第 三 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 保 護 者 等 を

い う □ 以 下 同 じ □ □ に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

一  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 に 係 る 事 実 に つ

い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 申 請 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲 げ

る 情 報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

二  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た 者 の 保 護 者 等

の 収 入 の 状 況 の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 届 出

を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  
二  公 立 高 等 学 校 学 び 直 し 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た 者 の 保 護 者 等

の 収 入 の 状 況 の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 届 出

を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

第 十 四 条  条 例 別 表 第 三 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 と し □ 同 表 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

第 二 十 二 条  条 例 別 表 第 三 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 務 と し □ 同 表 第 六 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区

分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

一  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 に 一  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 の 申 請 に
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係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 申 請 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に

係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事 務  当 該 申 請 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に

係 る 次 に 掲 げ る 情 報  
イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

二  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た

者 の 保 護 者 等 の 収 入 の 状 況 の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事

務  当 該 届 出 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

二  公 立 高 等 学 校 等 専 攻 科 修 学 の た め の 支 援 金 の 受 給 資 格 の 認 定 を 受 け た

者 の 保 護 者 等 の 収 入 の 状 況 の 届 出 に 係 る 事 実 に つ い て の 審 査 に 関 す る 事

務  当 該 届 出 を 行 う 者 の 保 護 者 等 に 係 る 次 に 掲 げ る 情 報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

第 十 五 条  条 例 別 表 第 三 第 七 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る 事

務 と し □ 同 表 第 七 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分

に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

第 二 十 三 条  条 例 別 表 第 三 第 七 号 の 規 則 で 定 め る 事 務 は □ 次 の 各 号 に 掲 げ る

事 務 と し □ 同 表 第 七 号 の 規 則 で 定 め る 情 報 は □ 当 該 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区

分 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め る 情 報 と す る □  

一  省 令 第 六 十 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係 る 次 に

掲 げ る 情 報  

一  省 令 第 六 十 一 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係 る 次 に

掲 げ る 情 報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

二  省 令 第 六 十 五 条 に 掲 げ る 事 務  同 条 に 規 定 す る 者 に 係 る 次 に 掲 げ る 情

報  

二  省 令 第 六 十 五 条 に 掲 げ る 事 務  同 条 に 規 定 す る 者 に 係 る 次 に 掲 げ る 情

報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

三  省 令 第 百 五 十 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係 る 次

に 掲 げ る 情 報  

三  省 令 第 百 五 十 三 条 第 一 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係 る 次

に 掲 げ る 情 報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

四  省 令 第 百 五 十 三 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係 る 次

に 掲 げ る 情 報  

四  省 令 第 百 五 十 三 条 第 二 号 に 掲 げ る 事 務  同 号 イ に 規 定 す る 者 に 係 る 次

に 掲 げ る 情 報  

イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  イ  生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  ロ  外 国 人 生 活 保 護 実 施 関 係 情 報  

附  則  附  則  
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こ の 規 則 は □ 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 平 成 三 十 一 年 二 月 一 日 規 則 第 六 号 □  附  則 □ 平 成 三 十 一 年 二 月 一 日 規 則 第 六 号 □  
こ の 規 則 は □ 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 三 十 八 号 □  附  則 □ 令 和 二 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 三 十 八 号 □  

こ の 規 則 は □ 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 令 和 三 年 六 月 二 十 二 日 規 則 第 三 十 三 号 □  附  則 □ 令 和 三 年 六 月 二 十 二 日 規 則 第 三 十 三 号 □  

こ の 規 則 は □ 令 和 三 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 令 和 三 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 号 □  附  則 □ 令 和 五 年 三 月 三 十 一 日 規 則 第 九 号 □  

こ の 規 則 は □ 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 令 和 六 年 五 月 二 十 四 日 規 則 第 四 十 七 号 □  附  則 □ 令 和 六 年 五 月 二 十 四 日 規 則 第 四 十 七 号 □  

こ の 規 則 は □ 令 和 六 年 五 月 二 十 七 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 令 和 六 年 五 月 二 十 七 日 か ら 施 行 す る □  

附  則 □ 令 和 六 年 十 月 十 八 日 千 葉 県 規 則 第 五 十 八 号 □  附  則 □ 令 和 六 年 十 月 十 八 日 千 葉 県 規 則 第 五 十 八 号 □  

こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  こ の 規 則 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

 


